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『永 ⽥ 町 ⼦ ど も 未 来 会 議 提 ⾔ 2020 』 へ の 提 起 ②  
 

2020   年 6 ⽉ 18 ⽇  
全 国 医 療 的 ケ ア 児 者 ⽀ 援 協 議 会  

 
① 「医 療 的 ケ ア 児」 報 酬 を 新 設 し て く だ さ い。  
 
昭 和 46 年 の 「⼤ 島 分 類」 基 準 で は、 医 療 的 ケ ア 児 は 必 要 ⼗ 分 な 医 療 保 険 福 祉 の サー ビ ス を 
利 ⽤ す る こ と が で き ま せ ん。 医 療 依 存 度 や ⾒ 守 り 度 な ど の 医 療 的 ケ ア を 加 味 し た 医 療 的 ケ ア 
児 判 定 基 準 を 導 ⼊ し て く だ さ い。 医 療 的 ケ ア 児 判 定 基 準 に 基 づ い て 医 療 的 ケ ア を 評 価 し、 医 
療 的 ケ ア に か か る ⼈ 員 配 置 が 基 本 単 価 で 報 酬 的 に ⽀ 払 わ れ る 仕 組 み を 新 設 し て く だ さ い。  
 
  ◯ 児 童 発 達 ⽀ 援  
    既 設   障 害 児 （重 症 ⼼ ⾝ 障 害 児 を 除 く） 9,296 円    1

    既 設   重 症 ⼼ ⾝ 障 害 児 24,145 円  2

     新 設     医 療 的 ケ ア 児 8,000 〜 15,000 円  
 
    例 ︓ ① 医 療 的 ケ ア の み ︓ 8,000 円 〜 15,000 円  
        ② 知 的 障 害 ＋ 医 療 的 ケ ア ︓ 9,296 円 ＋ 8,000 円 〜 15,000 円 ＝ 17,296 円 〜 24,296 円  
 
  ◯ 放 課 後 等 デ イ サー ビ ス  
    既 設   障 害 児 （重 症 ⼼ ⾝ 障 害 児 を 除 く） 8,198 円  3

    既 設   重 症 ⼼ ⾝ 障 害 児 23,454 円  4

     新 設     医 療 的 ケ ア 児 8,000 〜 15,000 円  
 
    例 ︓ ① 医 療 的 ケ ア の み ︓ 8,000 円 〜 15,000 円  
        ② 知 的 障 害 ＋ 医 療 的 ケ ア ︓ 8,198 円 ＋ 8,000 〜 15,000 円 ＝ 16,198 円 〜 23,198 円  
 
参 考  

 

1  定 員 10 ⼈ 以 下、 東 京 都 の 場 合。  
2  定 員 5 ⼈、 東 京 都 の 場 合。  
3  定 員 10 ⼈ 以 下、 中 重 度 多 数、 休 業 ⽇、 東 京 都 の 場 合。  
4  定 員 5 ⼈、 中 等 度 多 数、 休 業 ⽇、 東 京 都 の 場 合。  
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（裏 ⾯ に 続 く）  

② 医 療 的 ケ ア 児 者 ⽀ 援 基 本 法 を 制 定 し て く だ さ い。  
 
医 療 的 ケ ア 児 者 を ⽀ 援 す る に は 医 療・ 保 健・ 福 祉・ 教 育 が 連 携 し 包 括 的 に ⽀ 援 す る 体 制 整 備  
が 必 要 で す。 省 庁 を こ え て 取 り 組 ん で い く た め に 議 員 ⽴ 法 で 理 念 法 を 制 定 し て く だ さ い。  
 
 
③ ⾝ 体 障 害 認 定 に お け る 障 害 固 定 6 ヶ ⽉ を 緩 和 し て く だ さ い。  
 
⾝ 体 障 害 者 ⼿ 帳 の 障 害 認 定 は、 治 療 等 か ら ⼀ 定 期 間 経 過 後 の 安 定 し た 時 期 を 待っ て、 障 害 が 
固 定 し た 後 に ⾏ わ れ ま す。 こ れ で は、 医 療 的 ケ ア 児 が 退 院 し て 在 宅 に 移 ⾏ し た 直 後 に、 障 害 
福 祉 の ⽀ 援 を 利 ⽤ す る こ と が で き ま せ ん。 医 療 的 ケ ア 児 に つ い て は ⾝ 体 障 害 認 定 に お け る 障 
害 固 定 の 考 え ⽅ を 撤 廃 し、 在 宅 移 ⾏ 直 後 か ら 障 害 福 祉 の ⽀ 援 を 利 ⽤ で き る よ う に し て く だ さ 
い。  
 
 
④ 重 度 訪 問 介 護 の 対 象 に 障 害 児 も 加 え て く だ さ い。  
 
重 度 訪 問 介 護 は 現 在 は 障 害 者 の み が 対 象 と さ れ て い ま す が、 障 害 児 も 常 時 介 護 を 必 要 と し て 
い ま す。 特 に、 社 会 的 養 護 の 必 要 な 障 害 児 に つ い て は 喫 緊 の 問 題 で す。 障 害 児、 特 に 社 会 的 
養 護 の 必 要 な 障 害 児 を、 重 度 訪 問 看 護 の 対 象 に 加 え て く だ さ い。  
 
 
⑤ 医 事 法 を 改 正 し、 「医 療 的 ケ ア 師」 を 創 設 し て く だ さ い。  
 
⽇ 本 訪 問 看 護 財 団 に よ る と、 訪 問 看 護 ス テー ショ ン に 従 事 す る 看 護 職 員 数 は 約 4 万 １ 千 ⼈ と 
さ れ て い ま す。 訪 問 看 護 師 の 多 く は 成 ⼈・ ⾼ 齢 者 を 対 象 に し て い る こ と を 考 え る と、 全 国 に 
2 万 ⼈ 近 く い る と さ れ る 医 療 的 ケ ア 児、 な ら び に 医 療 的 ケ ア 者 を 看 護 す る に は 明 ら か に 不 ⾜ 
し て い ま す。 医 師 や 訪 問 看 護 師 以 外 に も 医 療 的 ケ ア を 担 え る、 「医 療 的 ケ ア 師」 を 創 設 し て 
く だ さ い。  
 
 

以 上。  
 

 


